
国指定文化財 保存・公開の流れ（イメージ）
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〇指定された有形文化財を対象に、保存・ 公開に必
要な措置がなされているか確認する項目を設定し、ど
の段階にあるかを明確にする。
〇一つ一つの指定品に必要な措置がなされているか確
認（チェック）する。
〇指定品（特に国宝・重要文化財）に必要な措置
がどの程度なされているかを調査し、これらの「公開・活
用」に関する展望を明確にする。

〇指定された有形文化財を対象に、保存・ 公開に必
要な措置がなされているか確認する項目を設定し、ど
の段階にあるかを明確にする。
〇一つ一つの指定品に必要な措置がなされているか確
認（チェック）する。
〇指定品（特に国宝・重要文化財）に必要な措置
がどの程度なされているかを調査し、これらの「公開・活
用」に関する展望を明確にする。

基本的な考え方（趣旨等）

修復に関する記録 公開に関する記録

※保存活用計画は定期的に見直しをすることが必要
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